
指定短期入所生活介護

（指定介護予防短期入所生活介護）

運営規程

事業所：あっとほーむ　だんらん

有限会社エフ・ティー・シー



　　　機能訓練指導員は、利用者の日常生活上の機能訓練を行い、心身機能の維持、改善を行う。

４　事業所は、前項の利用定員を超えてサ－ビスの提供を行ってはならない。

（通常の送迎の実施地域）

第７条　通常の送迎の実施地域は、盛岡市(玉山地域を除く)、矢巾町、紫波町とする。

（内容及び手続きの説明及び同意）

第８条　事業所は、利用者又は家族等に対し、運営規定の概要、勤務体制、利用料金、その他利用者のサ－ビスの選択に

資すると認められる重要事項について、予め文書を交付して説明を行い、当該サ－ビスの提供開始の同意を得る。
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第５条　事業所の営業日は、年中無休とする。

（利用定員）

第６条　事業所における１日の利用定員は２０名とする。

２　事業所におけるユニット数は、２ユニットとする。
３　１ユニットの定員は１０名とする。

２　前各項に挙げる従業員は、法令上の定めにおいて、専任、兼務、非常勤、パ－ト等の雇用形態をとることができる。

３　（６）の栄養士は、他の社会福祉施設等の栄養士との連携を図ることにより、当該事業所の効果的な運営を期待することが

でき、利用者の処遇に支障がないときは、栄養士を置かないことができる。

４　（８）の調理員は、給食業務を専門業者に委託する場合は、調理員を置かないことができる。

（営業日及び営業時間）

　　　栄養士は、利用者の栄養や身体の状況、嗜好を考慮した献立及び調理指導を行う。

（７）機能訓練指導員　　１名以上

（８）調理員　　若干名

　　　調理員は、献立に基づき、利用者の身体的状況を考慮した食事提供及びそれに必要な業務全般を行う。

（９）事務員　　若干名

　　 事務員は、必要な事務を行う。

（４）看護師（准看護師）　　１名以上

　　 看護師（准看護師）は、利用者の健康保持のための適切な措置やサービスの提供にあたるとともに、サービス計画の作成

　　及び医療機関との連絡調整を行う。

（５）介護員　　7名以上

　　 介護員は、サービス計画に基づき、サービスの提供にあたるとともに、サービス計画の作成等を行う。

（６）栄養士　　１名

　　 管理者（施設長）は、事業所における従業員、設備並びにサービス全般の管理運営にあたる。

（２）医師　　１名（嘱託）

　　　医師（嘱託）は、利用者の健康管理及び療養上の指導を行う。

（３）生活相談員　　１名以上

　　 生活相談員は、利用者及び家族等の必要な相談に応じるとともに、サービスの利用調整、サービス計画の作成及びその

　　 実施状況等を把握し、、他の関係機関との連携において必要な役割を果たす。

（１）名　 称　「あっとほーむだんらん」

（２）所在地　「岩手県盛岡市三本柳第13地割39番地4」

（職員の職種、員数及び職務内容）

第４条　事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

（１）管理者（施設長）　　１名

作成し、その計画に基づくサ－ビスを適切に提供する。

４　サ－ビスの提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又は家族に対しサ－ビスの提供方法等を説明し同意を得て行い、

介護技術の進歩に対応したサ－ビスの提供に努め、明るく家庭的な雰囲気と家族や地域との結びつきを重視した運営を行う。

（事業所の名称等）

第３条　事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

短期入所生活介護計画又は介護予防短期入所計画（以下「サービス計画」という。）に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、

日常生活上の世話、健康管理、機能訓練等の短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護（以下「サービス」という。）

を提供することにより、利用者の自立支援並びにその家族の身体的、精神的負担の軽減等を図る。

２　事業の実施にあたっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サ－ビスとの綿密な連携を図り総合的なサ－ビスの提供

に努め、自らその提供するサ－ビスの質の評価を行い、常にその改善を図り、サービスの質の向上に努める。

３　利用者の人格を尊重し、常に心身の状況の把握に努め、利用者個別のニーズや問題領域を的確に捉えたサービス計画を

第１条　本規定は、有限会社エフ・ティー・シーが設置経営する「あっとほーむだんらん」において実施する指定短期入所生活

介護並びに指定介護予防短期入所生活介護（以下「事業所」という。）の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に

関する事項を定める。

（運営方針）

第２条　事業所は、要支援又は要介護状態と認定された利用者に対し、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、

（目的）



２　事業所は、居宅介護支援事業者等に利用者に関する情報を提供する際は、利用者又は家族等から予め文書により同意

を得る。

３　事業所は、サービス担当者会議等において利用者又は家族等の個人情報を用いる場合は、利用者又は家族等から予め

文書により同意を得る。

（受給資格等の確認）

第９条　事業所は、利用者の被保険者証により被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認する。

２　事業所は、被保険者証に認定審査会より意見が記載されているときは、その意見に配慮したサービスを提供する。

３　事業所は、要介護認定を受けていない申込者については、要介護認定の申請がなされているかどうか確認し、申請がなさ

れていない場合は、申込者の意志を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行う。

４　事業所は、利用者の要介護認定の更新申請が、遅くとも当該利用者の要介護認定の有効期間満了の30日前には行われ

るよう必要な援助を行う。

（１）身体介護・日常生活の世話

　　ア）　サービス提供職員は、食事摂取、入浴、更衣、整容、排泄、移動、その他利用者が必要とする日常生活上の世話を、

　　　　 たっては、利用者の嚥下状況や嗜好を考慮し、栄養価の損失を避け消化吸収に配慮する。

（５）機能訓練

　　ア）　サ－ビス提供職員は、ご家族、ご本人の希望があれば、利用者の心身の状況に応じて日常動作訓練を行うことが出

　　　　来る。　

（６）相談・援助

　　ア）　サービス提供職員は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその

　　　　家族等に対して適切な相談、助言を行うとともに、必要な援助を行うものとする。

（７）送迎サ－ビス

　　ア）　サービス提供職員は、サービスの提供に際し、利用者又はその家族が希望した場合、送迎を行う。

（８）レクリエーション・趣味活動

　　ア）　サービス提供職員は、利用者の生きがいや生活機能の維持・改善のため、レクリエーションや趣味活動を支援する。

第11条　サービス計画の作成等は、次のとおりとする。

（１）サービス計画は、既に居宅介護（介護予防）サービス計画が作成されている場合は、その内容に沿って作成する。

（２）サービス計画は、利用者の心身の状況及びそのおかれている環境等の評価を通じ、利用者が抱える問題点を明らかに

するとともに、利用者や家族等の希望を考慮し、サービスの提供にあたる従業員で協議して作成する。

（３）サービス計画は、サ－ビスの目標、達成時期、内容、サービス提供上留意すべき事項等を具体的に記載する。

（４）サービス計画の作成又は変更の際は、利用者又は家族等に対し、その内容について説明し同意を得る。

（５）サービス計画の作成後においても、サ－ビスの提供にあたる他の従業者と連携し、定期的に当該計画の実施状況及び

解決すべき課題の把握、評価を行い、必要に応じ当該計画の変更を行う。

２　サービス計画の実施状況及び解決すべき課題の把握にあたっては、次の定めにより行う。

（１）定期的に利用者に面接すること。

（２）定期的にサービス計画に基づく実施状況の把握結果を記録すること。

（サ－ビスの提供の取り扱い方針）

第12条　事業所のサービスの提供の取り扱い方針は、次のとおりとする。

（１）利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供を行う。

（２）利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、妥当適切に行う。

（３）サービス計画に基づき、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮して行う。

（４）利用者の生命、身体を保護するための場合を除き、身体的拘束や利用者の行動を制限する行為を行ってはならない。

（５）事業所は、自ら提供するサービスの質の評価を行い、常にその改善を図る。
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　　ア）　サービス提供職員は、１週間に２回以上の入浴又は清拭を行う。

（４）食事サ－ビス

　　ア）　利用者に１日３回食事提供するものとし、食事は出来るだけ変化に富み、十分なカロリーと成分を含み、かつ調理にあ

　　　　

（サービス計画の作成等）

　　ア）　サービス提供職員は、常に利用者の健康に留意し、異常の早期発見に努める。

　　イ）　医師及び看護職員は、健康保持のための適切な措置を行う。

　　ウ）　医師は利用者に対して実施した健康管理に関し、その者の健康手帳の所用欄に必要な事項を記載する。

　　エ）　サービス提供職員は、利用者が負傷又は病気になった場合は、速やかに身元引受人に連絡し適切に対応する。

　　オ）　利用者は、緊急時及び利用者又は身元引受人が希望する場合は、嘱託医師による診療を受けることができる。

（３）入浴サ－ビス

（サービスの内容）

第10条　事業所のサービスの内容は、次のとおりとする。

　　　　サービス計画に従って適切に行なう。

（２）健康管理



４　事業所は、法定代理受領サ－ビスに該当しないサ－ビスに係る費用の支払を受けた場合は、提供したサ－ビス内容、その

費用の額、その他必要と認められる事項を記載したサ－ビス提供証明書を利用者に対して交付する。

　①所得区分 段階

第一段階

第二段階

第三段階①

第三段階②

第四段階

　②段階別費用

居住費 食費

第一段階 880円 300円

第二段階 880円 600円

第三段階① 1,370円 1,000円

第三段階② 1,370円 1,300円

第四段階 2,226円 1,665円

（利用の開始及び終了）

第14条　事業所は、利用者の利用の開始に際しては、その者の心身の状況、病状等の把握に努める。

３　事業所は、利用者の病状等を勘案し事業所においてサ－ビスを提供することが困難であると認められる場合は、他の介護

保険事業者や医療機関等を紹介する等の適切な措置を速やかに講ずる。

４　事業所は、利用者の利用の終了に際しては、利用者又はその家族に対し適切な指導を行い、居宅介護支援事業者や他の

保健・医療・福祉サ－ビスを提供する機関に情報提供を行なう等、密接な連携に努める。

５　事業所は、提供したサ－ビスに関し、利用者の健康手帳の所要の欄に必要な事項を記載する。但し、健康手帳を有しない

者については、この限りではない。

６　利用者は、次の場合は利用終了とする。

　　ア）　要支援又は要介護認定が非該当となったとき。

　　イ）　利用者が利用中止を申し出たとき又は契約利用期間が満了したとき。

　　ウ）　利用者が入院又は死亡したとき。

　　エ）　利用者が入院治療や継続的な医療が必要な状態となり、サービスの提供が困難になったとき。

　　オ）　利用者が正当な理由なしにサービスの提供に従わない場合。

　　カ）　利用者が偽りその他不正な行為により保険給付を受けようとした場合。

　　キ）　事業所内で禁止された行為を繰り返し行い、他の利用者及び施設の運営に際し多大なる損害を与えた場合。

（利用者の留意事項）

第15条　利用者は、サ－ビスを受ける際に、次の事項に留意しなければならない。

（１）利用者は、自らその有する能力に応じ、健康保持に留意し、身体機能の低下防止に努める。

（２）利用者は、事業所の共同利用の秩序を保ち、利用者相互の親睦に努める。

（３）利用者は、事業所内の環境衛生の保持に協力する。

（４）利用者は、事業所内の設備機器等を使用する際は、事業所から注意説明を受け使用する。

（５）利用者は、その身上に関する変化、変更があった場合は、速やかに事業所に申し出る。

（６）利用者は、事業所が提供する飲食物以外のものを飲食又は持込む場合は、承認を得る。

（８）利用者は、事業所内で次の行為をしてはならない。

　　ア）　喧嘩、口論、泥酔、その他ほかの利用者に迷惑又は危害を与える行為。

　　イ）　指定場所以外での喫煙、火気使用、危険物の所持、その他の危険行為。

　　ウ）　事業所内の秩序、風紀を乱す行為又は安全衛生を害する行為。

　　エ）　利用料等の不払い又は事業所内における金銭等の収受、賃借行為。

　　オ）　他の利用者を排撃し、または自己の利益のために他人の自由を侵す行為。

　　カ）　事業所の許可なく持込を制限若しくは禁止している物品を持ち込む行為。

　　キ）　故意に事業所の財産に損害を与え、または事業所の財産を許可なく事業所外に持ち出す行為。

段階
1日あたりの額

２　事業所は、正当な理由なくサービスの提供を拒んではならない。

（７）利用者が外出しようとするときは、その都度、外出先、用件、帰着予定時刻を管理者に届け出て、承認を得る。
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対象者

生活保護受給者・市町村民税非課税で老齢福祉年金受給者

市町村民税非課税で年金80万円以下の者

年金80万円超120万円以下の者

年金120万円超の者

上記以外の者

（２）食費　　１日（朝・昼・夕の三食）あたり1,665円（非課税）（朝475円、昼670円、夕520円）

（３）利用者の選択による私物洗濯委託費　　1日あたり100円（税別）

３　事業所は、前各号に掲げる利用料の額を変更する場合又は利用料以外に必要な費用の額に係るサービスの提供にあたっ

ては、予め利用者又は家族に対し説明を行い、利用者の同意を得る。

５　前第１項（１）居住費及び（２）食費については、保険者に申請することにより、所得に応じ以下の段階毎に定められた費用

の額となる。

（利用料及びその他の費用）

第13条　事業所のサービスを提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該サービスが

法定代理受領サ－ビスであるときは、負担割合証に応じた額とする。

２　事業所は、前項の支払を受ける額のほか、次の各号に掲げる費用の額の支払を利用者から徴収することができる。

（１）居住費　1日あたり2,226円（非課税）



　　ク）　許可なく事業所の設備、機器備品の位置または形状を変える行為。

２　前各号に違反又は再三の注意に従わない場合は、利用者に対し利用の中止を求めることができる。

（勤務体制の確保等）

第16条　事業所は、利用者に対し適切なサ－ビスが提供できるよう、従業員の勤務体制を確保するとともに、従業員の質的な

向上を図るため、研修の機会を次のとおり設ける。

（１）採用時研修　　採用後１ケ月以内

（２）継続研修　　随時

２　事業所は、全ての通所介護従業者（看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法第８条第２項に規定する

政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させる

ために必要な措置を講じるものとする。

（苦情処理）

第17条　事業所は、提供したサ－ビスに関する利用者からの苦情に関して、迅速かつ適切に対応するため、相談窓口、苦情

処理の体制及びその手順等必要な措置を講ずる。

２　事業所は、提供したサ－ビスに関し、市町村が行う文書又は物件の提出若しくは提示の求め又は質問若しくは照会に応じ、

利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、それに従って

必要な改善を行う。

３　事業所は、提供したサ－ビスに関する利用者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するととも

に、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行う。

（秘密保持）

第18条　事業所の従業員は、業務上知り得た利用者又は家族等の秘密を他に洩らしてはならない。

２　当該事業所の従業員は、退職後においても前項の秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容とする。

（事故発生時の対応・損害賠償）

第19条　事業所は、サービスの提供により事故が発生した場合は、市町村及び家族に連絡を行い必要な措置を講ずるものとし、

事業所の過失により賠償すべき事故等が認められた場合は、利用者等に対しその損害賠償を行なう。

２　事業所は、利用者が故意又は過失により、施設、設備及び器具備品等に損害を与えたり又は無断で形状を変更した場合は、

その損害の一部又は全部を利用者又はその家族等に弁償させ、現状に復帰させることができる。

（緊急時等における対応）

第20条　従業員は、サービス提供中に利用者の病状に急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに管理者に報告し、応急

手当を行ない、必要に応じ主治医又は協力医療機関及び家族に連絡する等の措置を講ずる。

（非常災害対策）

第21条　事業所は、別に定めた「防災管理規程」に従い、非常時、その他災害時に備えた具体的な対策をたて、定期的に必要

な訓練を行い、その記録等を保管する。

　

（衛生管理等）

第22条　事業所は、利用者の使用する設備、食器、その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は

衛生上必要な措置を講ずるとともに、それらの衛生管理を適正に行う。

（地域との連携等）

第23条　事業所の運営にあたっては、地域住民又は自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努める。

（市町村への通知）

第24条　事業所は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく意見を付してその旨を市町村に通知する。

（１）正当な理由なしにサ－ビスの利用に関する指示に従わず、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。

（２）偽りその他不正行為によって保険給付の支給を受け、又は受けようとしたとき。

（居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止）

第25条　事業所は、居宅介護支援事業者又はその従業員に対し、利用者を紹介することの対償として、金品その他財産上の

利益を供与してはならない。

２　事業所は、居宅介護支援事業者又はその従業員に対し、利用者を紹介することの対償として、金品その他財産上の利益

を収受してはならない。

　　ケ）　テレビ、ラジオ、楽器等の音を異常に大きくし又は大声で騒ぐ等、他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
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（その他運営に関する重要事項）

第26条　その他運営に関する重要事項は、次のとおりとする。

（１）事業所は、利用者のサ－ビス提供に係る記録、諸帳簿、その他業務運営上必要な記録を整備し保管する。

（２）事業所は、運営規定、勤務体制、利用料その他重要事項について見やすい場所に掲示する。

（３）事業所について広告を行う場合は、その内容が虚偽又は誇大なものであってはならない。

（４）当該事業の会計期間は、毎年４月１日から３月３１日迄とし、他の事業会計と区分する。

（５）この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、有限会社エフ・ティー・シー代表取締役と事業所の管理者との

協議により定めるものとする。

（高齢者虐待防止の推進）

第27条　事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。

１　事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会

　（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、

　その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

２　事業所における虐待の防止のための指針を整備すること。

３　事業所において、介護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に（年１回以上）実施すること。

４　前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと

（身体拘束等の適正化の推進）

第28条 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。

１ 身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を

３ヶ月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

２ 身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。

３ 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。

（業務継続計画の策定等）

第29条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、

利用者に対する指定短期入所生活介護〔指定介護予防短期入所生活介護〕の提供を継続的に実施するための、

及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、

当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。 

２ 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、

必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。 

３ 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

（感染症の予防及びまん延の防止のための措置 ）

第30条　事業所は、当事業所において感染症（又は食中毒）が発生し、又はまん延しないように、

次の各号に掲げる措置を講じなければならない。

１ 事業所における感染症（及び食中毒）の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

（テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。）を定期的に開催するとともに、

その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

２ 事業所における感染症（及び食中毒）の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

３ 事業所において、従業者に対し、感染症（及び食中毒）の予防及びまん延の防止のための研修並びに

感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施すること。

（ハラスメント対策）

第31条　事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景

とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための

方針の明確化等の必要な措置を講じるものとする。

附　則

この規程は、平成１８年１０月　１日から施行する。

平成３０年９月１日改定

令和１年１０月１日改定

令和３年８月１日改定

令和５年４月１日改定

令和６年４月１日改定

令和７年４月１日改定
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